
 

 

 

別紙１ 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等の概要 
 

国外に居住している選挙人の利便性の向上に資するため、在外選挙人証の記載事項の

変更及び再交付の手続における在外選挙人証の交付方法、在外選挙人名簿の登録の申請

の手続における在外選挙人名簿登録申請書の送付方法等の見直し等について所要の規定

の整備を行う。 

 

１ 公職選挙法施行令の一部を改正する政令案 

（１） 在外選挙人証の記載事項変更時等における交付方法の見直し 

在外選挙人への在外選挙人証の交付について、領事官を経由する方法として、市町

村選管から送付された在外選挙人証データを在外公館が印刷して交付することとする。 

 

（２） 在外選挙人名簿の登録申請書等の送付方法の見直し 

在外公館に提出された在外選挙人名簿登録申請書等について、在外公館から電子化

したデータを送付する場合、外務大臣を経由せず、市町村選管に直接送付することと

する。 

 

（３） 在外選挙人名簿に登録しなかった場合等の通知方法の見直し 

① 在外選挙人名簿に登録しなかった場合の通知及び抹消した場合等の通知について、

外務大臣を経由せず、市町村選管から在外公館又は在外選挙人に行うこととする。 

② 在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知について、外務大臣を経由せず、

在外公館から市町村選管に直接行うこととする。 

 

２ 在外選挙執行規則の一部を改正する省令案 

在外選挙人証の交付の方法及び在外投票に関する様式等について、所要の規定を整備

する。 

  

[今後の予定] 

 令和５年 11月 29日 パブリックコメント開始  

令和５年 12 月 28 日 パブリックコメント終了 

令和６年１月上中旬 閣議（予定） 

令和６年１月上中旬 公布（予定） 

令和６年７月上中旬 施行（公布の日から起算して６月を経過した日）（予定） 



○
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
手
続
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
手
続
）

第
二
十
三
条
の
三

（
略
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
申
請
を

す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）

が
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館

の
長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
百
四
十
二
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
法
第
三
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令

で
定
め
る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る

者
。
第
二
号
並
び
に
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
及
び
第
百
四

十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
自
ら
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
総
務
省
令
で
定
め
る
者
を
通
じ
て
、
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名

簿
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
在
外

選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
領
事
官
に
住
所
に
関
す

る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
書
類
）
を
提
示
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
旅
券
（
旅
券
を
紛
失
し
、
又
は
焼
失
し

た
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
旅
券
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当

該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
資
格
又
は
地
位
を
証
明
す
る
書
類
（
当
該
在

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
写
真
を
貼
り
付
け
て
あ
る
書
類
そ
の
他
の
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
に
限
る
。
）
）
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二

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管
轄

区
域
（
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
管
轄
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
と
し
て
在

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
申
請
の
日
（
法
第
三
十
条
の

五
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
に
お
い
て
「
住
所
要
件
期
間
」
と
い
う

。
）
、
引
き
続
き
当
該
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る

文
書
（
申
請
の
日
に
お
い
て
住
所
要
件
期
間
が
三
箇
月
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
当
該
管
轄
区
域
内
に
引
き
続
き
三
箇
月
以

上
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
）

２
～
４

（
略
）

２

申
請
の
日
に
お
い
て
住
所
要
件
期
間
が
三
箇
月
に
満
た
な
い
在
外
選
挙
人
名
簿
登

録
申
請
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
申
請
の
日
以
後
法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
第
二
号
に
定
め

る
日
（
第
六
項
に
お
い
て
「
三
箇
月
経
過
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
文
書
で

そ
の
旨
を
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
を
提
出
し
た
領
事
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

日
本
の
国
籍
を
失
つ
た
場
合

二

在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
申
請
時
住
所
（
住
所
要
件
未
充
足

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
住
所
と
し
て
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
に

記
載
さ
れ
た
住
所
を
い
う
。
次
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る

領
事
官
の
管
轄
区
域
外
へ
住
所
を
移
し
た
場
合

三

在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
申
請
時
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官

の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
住
所
を
変
更
し
た
場
合

四

氏
名
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
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３

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

４

第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実

を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
住

所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
在
外
選

挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
を
提
出
し
た
領
事
官
に
住
所
、
氏
名
そ
の
他
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
に
関
す
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
の
送
付

５

法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
の
送
付

は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格

は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格

（
同
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お

（
同
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
意
見
書
（
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
意
見
書
（
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
在
外
選

該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
在
外
選

挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
に
関
す
る
意
見
書
及
び
当
該
届
出
書
の
写
し
）
を
添
え
て

挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
に
関
す
る
意
見
書
及
び
当
該
届
出
書
の
写
し
）
を
添
え
て

、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を

、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
送
付
を
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
外
務
大
臣
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６

（
略
）

６

領
事
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
に
関
す
る
意
見
書
を
送
付
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
三
箇
月

経
過
日
に
お
い
て
申
請
時
住
所
（
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の

同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
さ
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れ
た
変
更
後
の
住
所
）
に
居
住
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
場
合
等
の
通
知
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
場
合
等
の
通
知
）

第
二
十
三
条
の
六

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者

第
二
十
三
条
の
六

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者

を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、

を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、

そ
の
旨
を

法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
在
外
選
挙

そ
の
旨
を
外
務
大
臣
及
び
法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
在
外
選
挙

人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由

人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由

し
て
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
に
つ
い
て

在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を

付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
等
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
三
条
の
七

（
略
）

第
二
十
三
条
の
七

在
外
選
挙
人
証
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

一

選
挙
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

選
挙
人
の
国
外
に
お
け
る
住
所

三

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２
・
３

（
略
）

２

選
挙
人
は
、
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
在
外
選
挙
人
証
を
添
え
て
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
選

挙
人
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
を
経
由
し
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人

名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
て
、
在
外
選
挙
人
証
に
変
更

に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
書
に
在
外
選
挙
人
証
の
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記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え
て
、
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
更
を
生
じ
た
記
載
事
項
が
選
挙
人
の
国
外
に
お
け
る
住

所
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
記
載
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
領
事
官
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
総
務
省

４

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
領
事
官
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
直
ち
に
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
選
挙
人
の
登

令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
直
ち
に
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
選
挙
人
の
登

録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
付
し

録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
送
付
を
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
外
務
大
臣
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５

（
略
）

５

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
在
外

選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
一
項
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被

登
録
資
格
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
者
」
と
、
「
法
第
三
十
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
」
と
、
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の

被
登
録
資
格
を
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ
き
在
外
選

６

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ
き
在
外
選

挙
人
証
に
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

挙
人
証
に
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ

に
よ
り
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
送
付
し
た
領
事

る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項

官
を
経
由
し
て
、
当
該

に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者

若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
、
第
二

届
出
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
の
際
に
、
郵
便
等
を
も
つ
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て
、
当
該
届
出
を

し
た
者
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
）

第
二
十
三
条
の
八

（
略
）

第
二
十
三
条
の
八

選
挙
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
在

外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
選
挙
人
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官

を
経
由
し
て
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙

管
理
委
員
会
に
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

在
外
選
挙
人
証
を
亡
失
し
、
又
は
滅
失
し
た
場
合

二

在
外
選
挙
人
証
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
場
合

三

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

２

（
略
）

２

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
の
申
請
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条

第
一
項
」
と
、
「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
在
外
選

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
在
外
選

挙
人
証
を
再
交
付
す
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
に

挙
人
証
を
再
交
付
す
る
場
合
に
は
、
郵
便
等
を
も
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
送

付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交

申
請
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
の
際
に
、
郵
便
等
を
も
つ
て
交
付

を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
及
び
前

項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
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を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
出
訴
期
間
の
特
例
）

（
出
訴
期
間
の
特
例
）

第
二
十
三
条
の
十
二

法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
二
十
三
条
の
十
二

法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
訴
状
を
国
外
か
ら
国
内

第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
訴
状
を
国
外
か
ら
国
内

へ
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

へ
郵
便
等

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信

書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
と
す
る
。

に
よ
り
送
付
す
る
場
合
と
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
場
合
等
の
通
知
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
場
合
等
の
通
知
）

第
二
十
三
条
の
十
四

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一
（
第
一

第
二
十
三
条
の
十
四

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一
（
第
一

号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙

号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を

法
第
三
十
条
の
六
第

な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
法
第
三
十
条
の
六
第

四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
の
経
由
に
係
る

四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
の
経
由
に
係
る

事
務
を
行
つ
た
領
事
官
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
経
由
領
事
官
」
と
い
う
。

事
務
を
行
つ
た
領
事
官
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
経
由
領
事
官
」
と
い
う
。

）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の

を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の

旨
を

経
由
領
事
官
を
経
由
し
て
、
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

旨
を
外
務
大
臣
及
び
経
由
領
事
官
を
経
由
し
て
、
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
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8

な
い
。

な
い
。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
氏
名
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る

て
い
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
氏
名
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
に
係
る
記
載
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も

事
項
に
係
る
記
載
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も

つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
あ
つ
て
は
、
記
録
）
を
修
正
し
、
又
は
訂
正
し

つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
あ
つ
て
は
、
記
録
）
を
修
正
し
、
又
は
訂
正
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

経
由
領
事
官
に
通
知

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
経
由
領
事
官
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
事
由
に
関
す
る
通
知
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
事
由
に
関
す
る
通
知
）

第
二
十
三
条
の
十
五

領
事
官
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い

第
二
十
三
条
の
十
五

領
事
官
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い

て
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
（
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
に
係
る
も
の
を

て
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
（
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
に
係
る
も
の
を

除
く
。
以
下
第
六
十
五
条
の
二
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際
に
在
外
選
挙
人
名
簿

除
く
。
以
下
第
六
十
五
条
の
二
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際
に
在
外
選
挙
人
名
簿

の
登
録
を
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

の
登
録
を
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
者
が
登
録
さ

を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
者
が
登
録
さ

れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

外
務
大
臣
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
在
外
選
挙
人

名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
際
に
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
さ
れ
る
べ
き

で
な
か
つ
た
こ
と
（
そ
の
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き

者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



○
総
務
省
令
第

号

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和

年
政
令
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
公
職
選
挙
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
二
十
三
条
の
七
第
六
項
、
第
二
十
三
条
の
八
第
三
項
及
び
第
百
四
十

五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
外
選
挙
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

在
外
選
挙
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

在
外
選
挙
執
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
等
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
等
）

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

令
第
二
十
三
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項

［
新
設
］

を
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
書
を
送
付
し
た
領
事
官
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を

出
力
し
た
書
面
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
等
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
等
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

令
第
二
十
三
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事

［
新
設
］

項
を
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二

十
三
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
送
付
し
た
領
事
官

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
し
た
書
面
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

別
記

別
記

第
六
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
証
の
様
式
）
（
第
八
条
関
係
）

第
六
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
証
の
様
式
）
（
第
八
条
関
係
）

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

表
表

備
考

［新
設

］

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
の
印
は
刷
込
み
式
と
す
る

、
。

裏
裏

［略

］

［同
左

］

第
七
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
証
記
載
事
項
変
更
届
出
書
の
様
式
）
（
第
九
条
関
係
）

第
七
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
証
記
載
事
項
変
更
届
出
書
の
様
式
）
（
第
九
条
関
係
）

在
外
選
挙
人
証
記
載
事
項
変
更
届
出
書

在
外
選
挙
人
証
記
載
事
項
変
更
届
出
書

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
2
3条
の
７
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
2
3条
の
７
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

、
、

っ
た
こ
と
を
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

っ
た
こ
と
を
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

。
。

何
年
何
月
何
日

何
年
何
月
何
日

［略

］

［同
左

］

［略

］

［同
左

］

□

新
た
に
在
留
届
の
緊
急
連
絡
先
を

「住
所
以
外
の
送
付
先

」欄
に
記
載

（在
留
届
の
緊

□

新
た
に
在
留
届
の
緊
急
連
絡
先
を

「住
所
以
外
の
送
付
先

」欄
に
記
載

（在
留
届
の
緊

急
連
絡
先
に
お
い
て
選
挙
管
理
委
員
会
が
送
付
す
る
投
票
用
紙
等
を
受
領

）

急
連
絡
先
に
お
い
て
選
挙
管
理
委
員
会
が
送
付
す
る
投
票
用
紙
等
を
受
領

）



□

□

在
留
届
の
緊
急
連
絡
先
を
変
更
し
た
こ
と
に
伴
い

「住
所
以
外
の
送
付
先

」欄
の
記

□

□

在
留
届
の
緊
急
連
絡
先
を
変
更
し
た
こ
と
に
伴
い

「住
所
以
外
の
送
付
先

」欄
の
記

、
、

載
を
変
更

載
を
変
更

住

□

「住
所
以
外
の
送
付
先

」欄
の
記
載
を
抹
消

（住
所
に
お
い
て
選
挙
管
理
委
員
会
が
送

住

□

「住
所
以
外
の
送
付
先

」欄
の
記
載
を
抹
消

（住
所
に
お
い
て
選
挙
管
理
委
員
会
が
送

所
付
す
る
投
票
用
紙
等
を
受
領

）

所
付
す
る
投
票
用
紙
等
を
受
領

）

以
以

外
新
た
な
住
所
以
外
の
送
付
先

Na
me

外
新
た
な
住
所
以
外
の
送
付
先

Na
me

の
＜
在
留
届
の
緊
急
連
絡
先
＞

Ad
dres

s
の

＜
在
留
届
の
緊
急
連
絡
先
＞

Ad
dres

s

送

（外
国
語
表
記

）

送

（外
国
語
表
記

）

付
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
投
票
用
紙
等
を
送
付
す
る
際
に
そ
の
ま
ま
転

付
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
投
票
用
紙
等
を
送
付
す
る
際
に
そ
の
ま
ま
転

先
写
し
て
宛
名
と
し
て
使
用
し
ま
す
の
で

国
名
を
含
め
正
確
に
枠
内
に

先
写
し
て
宛
名
と
し
て
使
用
し
ま
す
の
で

国
名
を
含
め
正
確
に
枠
内
に

、
、

書
い
て
く
だ
さ
い

ま
た

の
上
に
は

氏
名
を
忘
れ
ず
に

書
い
て
く
だ
さ
い

ま
た

の
上
に
は

氏
名
を
忘
れ
ず
に

。
、

、
。

、
、

書
い
て
く
だ
さ
い

書
い
て
く
だ
さ
い

。
。

注
意

交
付
の
方
法

１

～８

［略

］

※
通
常
は

選
挙
管
理
委
員
会

□

領
事
官
経
由
で
の
交
付
を
希
望

、

［削
る

］

か
ら
郵
便
等
で
送
付

注
意

１

～８

［同
左

］

「交
付
の
方
法

」欄
に
は

記
載
事
項
を
変
更
し
た
後
の
在
外
選
挙
人
証
に
つ
い
て

郵
便
事
情
等
に
よ
り
選
挙

９
、

、

管
理
委
員
会
か
ら
郵
便
で
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で

本
届
出
書
を
提
出
し
た
領
事
官
か
ら
直
接
に
又

、

は
領
事
官
か
ら
の
送
付
に
よ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
□
に
レ
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

第
九
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
証
再
交
付
申
請
書
及
び
領
事
官
の
付
す
書
類
の
様
式
）
（
第
十
一
条
関
係
）

第
九
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
証
再
交
付
申
請
書
及
び
領
事
官
の
付
す
書
類
の
様
式
）
（
第
十
一
条
関
係
）

表
表

在
外
選
挙
人
証
再
交
付
申
請
書

（兼
記
載
事
項
変
更
届
出
書

）

在
外
選
挙
人
証
再
交
付
申
請
書

（兼
記
載
事
項
変
更
届
出
書

）

次
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
誓
い
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
23
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選

次
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
誓
い
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
23
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選

、
、

、
、

挙
人
証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す

挙
人
証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す

。
。

何
年
何
月
何
日

何
年
何
月
何
日

［略

］

［同
左

］

［略

］

［同
左

］
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更

□

無

□

有
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更

□

無

□

有

注
意

交
付
の
方
法

１

～４

［略

］

※
通
常
は

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
郵
便
等
で

□

領
事
官
経
由
で
の
交
付
を
希
望

、



［削
る

］

送
付

注
意

１

～４

［同
左

］

５

「交
付
の
方
法

」欄
に
は

再
交
付
さ
れ
る
在
外
選
挙
人
証
に
つ
い
て

郵
便
事
情
等
に
よ
り
選
挙
管
理
委
員
会

、
、

か
ら
郵
便
で
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で

本
届
出
書
を
提
出
し
た
領
事
官
か
ら
直
接
に
又
は
領
事
官
か

、

ら
の
送
付
に
よ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に

□に
レ
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

裏
裏

［略

］

［同
左

］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和

年
政
令
第

号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
在
外
選
挙
執
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
別
記
第
六
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
さ
れ
た
在
外
選
挙
人
証
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

在
外
選
挙
執
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
六
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を

使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
旧
規
則
別
記
第
七
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
届
出
書
及
び
別
記
第
九
号
様
式
に

準
じ
て
作
成
さ
れ
た
申
請
書
は
、
新
規
則
別
記
第
七
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
届
出
書
及
び
別
記
第
九
号
様
式

に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。




